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図1　食料・飲料製品のうち、豚肉やその派生品を含む製品に用いるラベル

（出所）インドネシアのノンハラール製品に係る施行規則案から抜粋

（出所）インドネシアのノンハラール製品に係る施行規則案から抜粋

図2　「豚肉やその派生品を含む製品」以外に用いるラベル
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